
















はじめに 

精神発達遅滞の成因は不明な点が多く、約 2/3 は不明とされる。この中にあって、約 5%程

度に既知の代謝異常が証明される。これらにみられる生化学的異常は、出生時、さらには

妊娠母体の中にある胎生期からも存在するため、適切な方法を用いれば、臨床症状の有無

を問わず、異常を指摘することが可能である。この原則は、Guthrie 法などのマススクリ

ーニングの根拠となっている。 

前回・私達は、東京都大田区を中心に中等度以上の精神発達遅滞児について調査を行ない、

精神発達遅滞児のための早期発見・早期診断の進め方について検討した。今回はさらに、

生化学的検査を中心に検討を進め、各年齢ごとのスクリーニングのための check項目を検

討した。これらの check 項目における診断結果をまじえ、以下に述べる。 


